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課　　題

第 4 章　安全・安心なまちづくり

₁　地域防災対策 ･体制の強化

₂　地域防犯体制の強化

₃　交通安全対策の充実

₄　消防・救急体制の充実

₅　治山・治水対策の充実

₆　消費生活対策の充実

●第４次地震被害想定に基づく災害対策の抜本的な見直しが必要となっています。

●原子力防災対策や津波対策への対応や体制の強化が求められています。

●大規模災害に備え、「自らの身は自らで守る」という市民の防災意識を

更に高めるとともに、「地域はみんなで守る」という地域の防災力を向

上させることが急務となっています。

●公共建築物の耐震化や民間建築物の耐震化を進めることが必要です。

●風水害の被害を防止するため、雨水流出抑制などの治水対策が必要と

なっています。

●市民の生命や財産を守るため、消防力の強化が求められます。

●地域・団体と連携した防犯活動・交通安全運動を引き続き進めることが

必要です。

●消費者トラブルを未然・再発防止するため、自立した消費者の育成・支

援が必要となっています。

基本施策



原子力災害対策も含め、地域防災計画※の見直しを進めます

災害に強い地域づくりを進めます

（仮称）防災センター※を整備します

津波対策を進めます

第 4 章
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５年間に力を入れて取り組むこと
安全・安心なまちづくり

　将来予想される東海地震など、大規模災害による被害を防止、軽減する
ため、磐田市地域防災計画の見直しを行うとともに、原子力災害に対する
防災体制を整備するため、地域防災計画（原子力災害対策編）の策定を進
めます。

　磐田市災害に強い地域づくり条例※に基づき、防災意識の啓発活動や地域
と連携した防災訓練などを通して、災害から命と暮らしを守り、自助※・共
助※・公助※の理念に沿った、安心して生活できる地域づくりを進めます。

　災害時の迅速な初動体制の確立と情報収集及び防災資機材の備蓄を進め
るため、（仮称）防災センターを整備します。

　津波対策として、津波監視カメラの設置や津波避難マニュアルの作成、
一時避難所として活用できる民間避難施設（津波避難ビル）の確保・支援、
避難地・避難タワーの整備などについて調査・研究・整備を進めます。

重点事業

19

重点事業

20

重点事業

21

重点事業

22



公共施設・民間建築物の耐震化を進めます

福田地区の幼稚園・保育園の再配置や改築を進めます

久保川治水プロジェクト事業（総合内水緊急対策事業）を進めます
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　災害から住民の生命、身体、財産を守るため、小・中学校や公民館、図
書館などの公共建築物の耐震補強を進めます。
　また、自治会の公会堂耐震化への支援や家庭内の家具固定、木造住宅の
耐震補強への支援を行うなど、民間建築物などの耐震化を進めます。

　災害時における未就学児童の安全確保・強化のため、福田地区の幼稚園・
保育園について、幼保一体化を含めた施設の再配置と改築を進めます。

　浸水常襲地域の浸水被害の解消を図るため、ポンプ場及び雨水幹線の整
備を進めます。

重点事業

23

重点事業

24

重点事業

25

防災センターイメージ図



基　本　施　策
安全・安心なまちづくり

第 4 章
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地域防災対策・体制の強化第 4 章 基本施策１

　大規模災害による被害を防止、軽減するため、磐田市地域防災計画※の見直しを行う
とともに、広域的な大規模災害に備え、災害時の応援協定※を他の地方公共団体や民間
事業者などと結ぶことにより、応援のネットワークの確立を進めます。
　また、災害復旧活動の円滑な実施や平常時の行政サービスの早期回復を図るため、事
業継続計画（ＢＣＰ）※の策定を進めます。

　原子力災害に対する防災体制を整備するため、地域防災計画（原子力災害対策編）の
策定を進めます。
　また、県と連携して、線量計や安定ヨウ素剤などの原子力防災対策関連設備・備品の
整備や原子力防災訓練を実施するとともに、市民への原子力防災に関する知識の普及・
啓発を進めます。

　地域の防災力の向上を図るため、自主防災会への支援や自主防災資機材の整備などを
進めるとともに、磐田市災害に強い地域づくり条例※に基づき、防災意識の啓発活動や
地域と連携した防災訓練を通して、自助※・共助※・公助※の理念に沿った市民の防災意
識の向上や技術の普及などを進めます。
　また、災害時要援護者※の情報を市と地域住民が共有できる体制の整備や要援護者が
参加する防災訓練などを実施するとともに、福祉避難所の設置について検討します。

　災害時の迅速な対応を図るため、（仮称）防災センター※を整備するとともに、避難
所の資機材、避難生活に必要な備蓄資材などの配備の充実を進めます。
　また、災害時における情報伝達手段として防災行政ラジオ※の導入やホーンアレイス
ピーカー※の試験導入を進めます。
　なお、海岸部においては、津波対策として、一時避難所として活用できる民間避難施
設（津波避難ビル）の確保や避難地・避難タワーについて調査・研究・整備を進めます。

　災害から住民の生命、身体、財産を守るため、公共建築物の耐震補強を実施するとと
もに、民間建築物などの耐震化を支援します。
　また、未就学児童の災害時の安全確保・強化のため、福田地区の幼稚園・保育園につ
いて、幼保一体化を含めた施設の再配置と改築を進めます。

危機管理体制の充実を図ります

原子力防災対策を推進します

地域防災力の向上を図ります

防災施設などの整備を進めます

建築物などの耐震化の促進を図ります

1

2

3

4

5

施策と主な取組み



協働の考え方

協働の考え方

市　民

市　民

団体・事業者

団体・事業者

行　政

行　政
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地域防犯体制の強化第４章 基本施策２

　地域ぐるみの防犯活動を推進するため、磐田市防犯まちづくり条例※に基づき、市民、
自治会、事業者、警察などと協働で防犯パトロールや啓発活動に取り組みます。
　また、地域の防犯組織の設立や各自治会が行う防犯灯の設置を支援します。

　地域防犯活動を効果的に推進するため、犯罪発生情報や不審者情報など、各種防犯情
報の迅速な発信を推進します。

地域防犯活動を推進します

防犯情報の共有に努めます

1

2

「自分の命は自分で守る」を
基本に、非常食の備蓄など災
害に対する備えを行うとと
もに、自主防災組織の活動に
積極的に参加します。

地域の防犯活動に積極的に
参加します。

自主防災会や消防団、行政
の活動に協力します。

管理する不動産などについ
て、犯罪の防止に配慮した
適正な管理を行います。ま
た、地域の防犯活動に協力
します。

防災体制を強化するとともに、
市民、地域、事業者などの防
災活動への支援を行います。

地域の防犯活動への支援や犯
罪・不審者情報などの発信及
び全市的な防犯啓発活動を行
います。

施策と主な取組み



協働の考え方

市　民 団体・事業者 行　政
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交通安全対策の充実

消防・救急体制の充実

第 4 章 基本施策３

第 4 章 基本施策 4

　市民の交通安全意識の高揚を図るため、自治会や交通安全会などの関係団体と連携を
図り、交通安全運動の街頭キャンペーン活動や子どもや高齢者に対する交通安全教室な
ど各種啓発事業を実施します。

　大規模化、複雑多様化する災害に対応するため、消防署などの消防施設の整備や消防
救急無線のデジタル化など消防設備の更新、既存貯水槽の耐震化、職員の教育訓練の充
実を進めます。
　また、消防団の再編や消防団詰所の再配置・整備を検討するとともに、女性防災クラ
ブなどの民間防火団体の育成を図り、地域の消防力の強化を推進します。

　交通事故の未然防止を図るため、交通事故多発交差点や危険箇所などに交通安全施設
の整備・充実を進めます。

　防火対象物※への査察※を継続・強化するとともに、防災 ･ 防火管理者※講習会の開催
や住宅用火災警報器の設置促進によって、火災の発生と火災による被害を低減させます。

　救命率※の向上を図るため、救急救命士※の養成や救急・救助資機材の整備を推進します。
　また、応急手当の知識と技術を有する市民を育成するため、普通救命講習※を開催す
るとともに、救急車の適正利用について理解を求める広報活動を充実します。

　県が示す消防救急広域化推進計画に基づき、対象市町とともに広域消防運営計画を作成し、
広域化を推進します。

交通安全意識の高揚を図ります

消防力の強化を進めます

交通安全施設※の整備を推進します

火災予防を推進します

救急・救助体制を強化します

消防救急の広域化を推進します

1

1

2

2

3

4

交通マナーの向上と交通
ルールの遵守に努め、交通安
全活動に参加します。

従業員の交通安全意識の向
上など必要な措置を行いま
す。

交通安全施設整備や交通安全
意識の高揚を図ります。

施策と主な取組み

施策と主な取組み



協働の考え方

協働の考え方

市　民

市　民

団体・事業者

団体・事業者

行　政

行　政
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治山・治水対策の充実第４章 基本施策５

　浸水被害の防止・軽減を図るため、都市下水路やポンプ場の整備などを進めるとともに、
学校などの公共施設への雨水貯留施設※などの整備を行います。
　また、引き続き、久保川治水プロジェクト事業を進めます。

　市民の治水・災害に対する意識の高揚を図るため、ハザードマップ※や防災ホームペー
ジなどによる治水・砂防※などに関する情報の提供・共有化を進めます。

　森林の水源涵養※機能や災害防止機能など多面的な機能を保持するため、官民協働に
よる森林の育成や土石流を防止する谷止め工などの治山事業※を進めます。

　津波や高潮に対する防災機能を有する砂丘や松林を保全するため、国及び県が行う養
浜※、防潮堤※の増強、離岸堤※の設置などの海岸浸食※対策について促進を図ります。
　また、松林の薬剤散布及び伐倒駆除などの保安林※の保全対策を推進します。

治水関連施設の整備を進めます

迅速な情報提供に努めます

森林機能の保全に努めます

海岸や松林の保全に努めます

1

2

3

4

普通救命講習への参加や住
宅用火災警報器の設置を積
極的に推進します。

現状の治水状況を認識し、治
水に対する意識を高めます。

自衛消防組織を組織し、自衛
消防訓練を実施するとともに、
自主防災会や消防団の活動を
支援し、災害時には互いに協
力し合う関係を築きます。

雨水貯留施設などを設置す
るなど、治水対策に努めま
す。

消防・救急・救助体制や消防
施設・設備の充実を図るとと
もに、火災予防意識の啓発な
どに努めます。

治水対策施設の増設・改修・
調整池などの整備を推進して
いきます。

施策と主な取組み



協働の考え方

市　民 団体・事業者 行　政
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消費生活対策の充実第４章 基本施策６

　複雑化していく消費生活相談に対応するため、相談員を研修会などへ派遣し、必要な
専門知識・技法の習得を進め、消費生活センター※の相談体制を強化します。

　適切な判断・選択ができる消費者を育成するため、出前講座などによる意識啓発を実
施するとともに、消費者協会の活動を支援します。

相談体制の強化を図ります

啓発活動の推進を図ります

1

2

適切な判断・選択ができる自
立した消費者を目指し、積極
的に自己啓発に努めます。

行政などからの情報を雇用
者に積極的に伝えます。

情報提供や学習の場づくりの
支援を行うとともに、相談体
制を強化します。

施策と主な取組み



指標・目標値　一覧
安全・安心なまちづくり

第 4 章
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基本施策１　地域防災対策・体制の強化

基本施策 4　消防・救急体制の充実

基本施策 2　地域防犯体制の強化

基本施策 3　交通安全対策の充実

基本施策 5　治山・治水対策の充実

基本施策 6　消費生活対策の充実

指標名 策定時
（H19）

現状
（H22）

目標値
（H28） 指標の定義

公共建築物の耐震化率 67％ 84.9％ 92％ 耐震性能を有する公共建築物数／公共建築物総数

住宅の耐震化率 76.6％ 80.3％ 90％ 耐震性能を有する住宅数／住宅総数（住宅・土地
統計調査結果による推計）

図上訓練※などの自主的訓練の実施回数 38 回 55 回 70 回 自主防災会などが自主的に実施する図上訓練の実施回数／年

指標名 策定時
（H19）

現状
（H22）

目標値
（H28） 指標の定義

貯水槽の耐震化率 45.2％ 46.5％ 47.2％ 既存貯水槽の耐震化率

救急救命士※数 23 人 30 人 40 人 救急救命士資格取得者数

普通救命講習※受講者数 4,000 人 7,310 人 10,300 人 普通救命講習受講者数の延べ人数

指標名 策定時
（H19）

現状
（H22）

目標値
（H28） 指標の定義

犯罪発生件数 2,186 件 1,485 件 1,260 件 警察統計の 48 種の刑法犯認知件数／年

地域防犯組織設立数 12 団体 24 団体 29 団体 地区自治会単位または小中学校区単位の防犯組織
の設立数

指標名 策定時
（H19）

現状
（H22）

目標値
（H28） 指標の定義

人身交通事故件数 1,854 件 1,699 件 1,550 件 死亡または負傷を伴った交通事故の件数／年

交通事故死者数 15 人 8 人 6 人以下 交通事故の発生後 24 時間以内に死亡した事故死
者数／年

指標名 策定時
（H19）

現状
（H22）

目標値
（H28） 指標の定義

浸水被害家屋件数 224 件 224 件 40 件 浸水被害にあった家屋件数

雨水貯留量 27 万ｔ 34.7 万ｔ 44.8 万ｔ 調整池の貯留量

指標名 策定時
（H19）

現状
（H22）

目標値
（H28） 指標の定義

消費啓発広報の回数 5 回 2 回 6 回 消費生活対策の広報掲載及び啓発パンフレット配
布の回数／年

出前講座の開催回数 0 回 0 回 24 回 消費生活センター※が主催する出前講座の開催回
数／年
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安全を守る

避難訓練

中東遠消防指令センター
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